
 

                             事  務   連  絡  

                             平成２３年８月２２日 

 

 各都道府県障害保健福祉主管課  御中  

 

 

 

                           厚生労働省社会・援護局  

                            障害保健福祉部企画課  

 

 

東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費等に係る 

８月サービス提供分以降の請求等の取扱い（概算請求の原則終了等）について  

 

 

 東日本大震災に関する障害者自立支援法に基づく介護給付費等及び児童福祉法に基づく障

害児施設給付費等（以下「介護給付費等」という。）の７月サービス提供分の請求に係る事務

については、「東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費等の請求等の取扱い

について（７月サービス提供分）」（平成２３年７月２１日付け事務連絡）により連絡をした

ところですが、平成２３年８月サービス提供分以降の介護給付費等の請求等の取扱いについ

ては、下記のとおり概算請求を原則行わないこととしたので、管内市町村、事業者等及び国

民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）への周知について、遺漏なきようお願いし

たい。  

 

 

記  

 

 

１  平成２３年８月サービス提供分以降に係る介護給付費等の請求について  

平成２３年８月サービス提供分（９月請求分）以降の介護給付費等の請求については、

被災地における障害福祉サービス等の事業所の状況に鑑み、原則として概算による請求を

行わないこととし、通常の方法による請求が引き続き困難な障害福祉サービス等の事業所

については、個別に国保連に相談する取扱いとすること。  

 

２ 通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて  

  平成２３年８月サービス提供分（９月請求分）において、通常の方法による介護給付費

等の請求を行う場合には、４月６日付け事務連絡の３（通常の方法による請求を行う場合

の取扱いについて）により行うこと。ただし、８月サービス提供分（９月請求分）に係る

請求明細書の提出期限は、通常どおり９月１０日とすること。  

  なお、請求明細書の提出後に、介護給付費等の請求に不足があったことが判明した場合

には、過誤調整及び再請求を行うことも可能である。  



 

 

３ 福祉医療機構による経営資金の貸付について    

東日本大震災により被害を受けた社会福祉施設等については、一時的に報酬の支払いが

中断した場合には、福祉医療機構による経営資金の貸付が受けられる場合がある。  

貸付条件等については、以下のホームページを参照されたい。  

（http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/recovery/pdf/20110810_l_fukushi_jishin.pd f）  

 

※問い合わせ先は次のとおり。  

    独立行政法人  福祉医療機構 福祉貸付部  福祉審査課  

     ＴＥＬ  ０１２０－３４３８－６２  

     ＦＡＸ  ０３－３４３８－０５８３  

 

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/recovery/pdf/20110810_l_fukushi_jishin.pdf


 

 

                             事  務  連  絡  

                             平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ６ 日 

 

 各都道府県障害保健福祉主管課  御中  

 

 

 

                           厚生労働省社会・援護局  

                            障害保健福祉部企画課  

 

 

  東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の請求の取扱いについて  

 

 

 東日本大震災に関する障害者自立支援法に基づく介護給付費等及び児童福祉法に基づく

障害児施設給付費（以下「介護給付費等」という。）の請求に係る事務については、下記の

とおり取り扱うこととするので、管内市町村、事業者等及び国民健康保険団体連合会（以

下「国保連」という。）への周知について、遺漏なきようお願いしたい。  

 

 

記  

 

 

１   平成２３年３月サービス提供分に係る介護給付費等の請求について  

  平成２３年３月サービス提供分に係る介護給付費等の請求については、今回の地震に

よる被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後に

おける障害福祉サービス等提供内容について十分に把握することが困難である場合の対

応として、下記（１）又は（２）の場合において概算請求を行うことができるものとす

ること。  

 

（１）被災前にサービス提供を行った場合の概算による請求  

 

今回の地震によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した障害福祉サービス等の事

業所については、平成２３年３月１１日以前のサービス提供分については概算による

請求を行うことができるものであること。  

 

（２）被災後にサービス提供を行った場合の概算による請求  

    平成２３年３月１２日以降にサービス提供を行ったときは、同日以降のサービス提  

供分については、原則として通常の手続による請求を行うこと。  

ただし、災害救助法適用地域（東京都の区域を除く。以下同じ。）に所在する障害

福祉サービス等の事業所であって、平成２３年３月１２日以降にサービス提供を行っ

たものについては、当該事業所の状況に鑑み、通常の手続による請求を行うことが困

難な場合には、同日から３月末日までのサービス提供分について、概算による請求を

行うことができるものであること。  

 

２ 概算による請求を行う場合の取扱いについて  

 

（１）概算による請求を選択する際の届出  

参 考  



 

概算による請求を選択する障害福祉サービス等の事業所については、やむを得ない

事情がある場合を除き、平成２３年４月１３日までに概算による請求を選択する旨、

各国保連に届け出ること。  

また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。  

 

（２）介護給付費等の算出方法  

原則として平成２２年１１月サービス提供分から平成２３年１月サービス提供分ま

での介護給付費等支払実績（過誤調整分を含む。）により（当該障害福祉サービス等

を行う事業所について特別な事情がある場合には、別途障害福祉サービス等の事業所

と調整をする。）、下記①及び②により算出し、それを合計して支払を行うこととなる

ため、各事業所においては、別紙の様式により届け出るものとすること。  

 

      ① 平成２３年３月１１日以前のサービス提供分  

 

         平成２２年１１月～平成２３年１月  

            介護給付費等支払額  

                       × １１  

            ９２  

 

                                                                                                                                             

      ② 平成２３年３月１２日以降のサービス提供分  

       

【障害者自立支援法に基づく介護給付費等】  

         

  平成２２年１１月～平成２３年１月  

              介護給付費等支払額       

                            × ２０×（１＋０．００３１）  

            ９２  

 

    【児童福祉法に基づく障害児施設給付費】  

 

平成２２年１１月～平成２３年１月  

                  介護給付費等支払額       

                            × ２０×（１＋０．０１０７）  

            ９２  

 

（３）罹災証明書又は罹災届出証明書の提出  

上記１（１）に該当する事業所であって、上記１（２）に規定する地域以外の区域

に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出

すること。  

  

（４）介護給付費等支払額を確定  

この方法による請求を選択した事業所については、この方法による概算額をもって

平成２３年３月サービス提供分の介護給付費等支払額を確定するものであること。  

 

３ 通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて  

（１）請求書の提出期限について  

   ① 平成２３年３月サービス提供分（４月提出分）に係る請求明細書の提出期限につ

いては、災害救助法適用地域に所在する障害福祉サービス等の事業所に限り、平成



 

２３年４月１３日とすること。                        

また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。 

② 電子情報による請求が困難な事業者については、市町村（障害児施設給付費につ

いては県（指定都市を含む。））へ紙で請求することもできるものとする。  

 

（２）利用者負担の徴収が猶予された者に係る請求手順について  

   「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給  

決定等について」（平成２３年３月２４日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

企画課自立支援振興室ほか事務連絡）により利用者負担の徴収が猶予された者（以下、  

「利用者負担猶予対象者」という。）に係る介護給付費等の請求については、請求明細  

書の「請求額集計欄」の給付率に１００と記載して請求すること。  

 

（３）受給者証を障害福祉サービス等の事業所に提示せずにサービスを利用した者に係る

請求手順について  

① 障害福祉サービス等の事業所においては、過去に利用したことのある事業所に問

い合わせることにより、また、本人に確認した事項等により、可能な限り受給者

証番号等の確認を行い、通常の請求ができるよう努めることとする。  

② 上記①において、受給者証番号等の請求明細書に記載する項目の確認ができない

受給者の請求については、請求明細書に可能な限り記載を行い、また、請求明細

書欄外上部に受給者の住所及び赤色で「不詳」と記載し、紙にて作成すること。

なお、サービス提供実績記録票、上限額管理結果票等、請求明細書に添付するも

のについても同様の取り扱いとする。ただし、電子情報による請求が可能な事業

者については、別添に従い、各国保連に請求を行うこと。  

③  上記②において作成した請求明細書のうち利用者負担猶予対象者に係る分につ

いては、請求明細書の欄外上部に赤色で災１と記載すること。  

  なお、その他の取り扱いは３（２）に準ずるものとする。  

④ 上記②③において作成した請求明細書については、通常の請求明細書とは分けて

請求書を作成し、市町村等へ提出すること。ただし、当該市町村等が被災してお

り、庁舎の倒壊等により通常業務を行うことが困難である場合は、事業者が所在

する県の国保連に提出するものとする。  

⑤ 上記④による請求を行った事業所については、請求額を確認の上、請求金額を確

定するものであること。  

 

４  ４月分及び５月分の障害福祉サービス等提供分の介護給付費等の請求の取り扱いにつ

いて  

４月分及び５月分の障害福祉サービス等提供分の介護給付費等の請求の取り扱いに

ついては、別途連絡する。  

 

５ 福祉医療機構による経営資金の貸付について    

東日本大震災により被害を受けた社会福祉施設等については、一時的に報酬の支払

いが中断した場合には、福祉医療機構による経営資金の貸付が受けられる場合がある。 

貸付条件等については、以下のホームページを参照されたい。  

（http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/recovery/pdf/20110401_fukushi2_jishin.pdf）  

  

※問い合わせ先は次のとおり。  

    独立行政法人  福祉医療機構 福祉貸付部  福祉審査課  

     ＴＥＬ  ０１２０－３４３８－６２  

     ＦＡＸ  ０３－３４３８－０５８３  

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/recovery/pdf/20110401_fukushi2_jishin.pdf


 

 (別紙) 

東日本大震災に関する概算による介護給付費等 

及び障害児施設給付費の請求に関する届出書 

(平成 23 年３月サービス提供分 ) 

事業所番号  

 

 

 東日本大震災に関する概算による介護給付費等及び障害児施設給付費の請求を行

いたいので、次のように届け出ます。 

 

 

                          平成  年  月  日 

 請求事業所等 

 所在地 及び 名称： 

 

 

               開設者名・事業者氏名  ：         印 

 

○○国民健康保険団体連合会  殿 

 

 

 

次のうち、該当するものに○を付すこと。（複数可） 

 

 

  ア サービス提供記録等が滅失又は棄損したため、３月１日から３月 11 日まで

のサービス提供について概算により請求を行う。 

 

 

  イ 災害救助法適用地域 (東京都の区域を除く。)に所在する障害福祉サービス等

の事業所であって３月 12 日以降にサービスを提供したが、請求事業所等の状

況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難であるため、３月 12 日か

ら３月 31 日までのサービス提供分について概算により請求を行う。  



 

（別添）  

 

受給者証を障害福祉サービス等の事業所に提示せずにサービスを  

利用した者に係る電子情報による請求手順について  

 

受給者証を障害福祉サービス等の事業所に提示せずにサービスを利用した者に係る

電子情報による請求については、以下の要領に従い行うこと。  

 

○  「市町村番号」には、当該受給者の市町村番号を記録する。  

○  「受給者証番号」には、上記市町村が所在する国保連に連絡し、国保連から払い

出された受給者証番号を記録する。  

○  利用者負担猶予対象者に係る分については、請求明細書給付費明細欄の先頭行の

摘要欄に「災１」と記録する。  

 


